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　事業系ごみ及び粗大ごみの処理手数料は、ごみ処理券を購入することによってお支払
いただきます。
　区では有料ごみ処理券として、「事業系ごみ処理券」4種類と「粗大ごみ処理券」2
種類を販売しています。清掃リサイクル課（区役所6階①窓口）、板橋東・西清掃事
務所、各区民事務所、区内のコンビニエンスストアのほか、下のステッカーのある
お店で販売しています。販売店舗一覧は板橋区ホームページ（くらし・環境・清掃・
ごみ・リサイクル）に掲載してあります（アドレスは裏表紙参照）。
　金額、容量、使用目的などをご確認のうえ、お求めください。
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Ａ券……1枚200円　Ｂ券……1枚300円

※平成20年4月30日を以って使用できなくなった券（旧券）は、差額をお支払いただくことで新券と交換します。

粗大ごみ処理券

10ℓ……10枚1セット610円	 20ℓ……10枚1セット1,220円　
45ℓ……10枚1セット2,740円	 	 70ℓ……５枚1セット2,135円（軽いごみ専用）

事業系ごみ処理券(1セット)

　有料ごみ処理券は、原則として還付（払戻し）はできませんが、下記の1〜4
に該当する場合は還付を受けることができます。
　1　粗大ごみ処理券又は事業系ごみ処理券を購入した方が、板橋区外へ転出する場合
　2　事業系ごみ処理券を購入した事業者が、ごみの収集を板橋区から許可を受けた廃棄物
　　  処理業者に委託した場合　又は　事業を廃止した場合　
　3　誤って使用目的と異なる種類のごみ処理券を購入した場合（粗大ごみ処理券を購入
　　  するつもりが事業系ごみ処理券を購入してしまったなど）
　4　粗大ごみ処理券を購入した方が、再利用の目的で粗大ごみの排出を取りやめた場合、
　　  還付の手続きには、次のようなものが必要になります。
　　　　①有料ごみ処理券（本体）	 ②領収書
　　　　③廃棄物処理手数料還付請求書　　　④支払金口座振替依頼書　　　　  
　　　※③と④は清掃リサイクル課及び板橋東・西清掃事務所に用意しています。
　還付の手続きは、ごみ処理券を購入した取扱所の所在地を管轄する清掃事務所ま
たは清掃リサイクル課（区役所6階①窓口）で行います。還付の必要が生じました
ら、まずは電話にてお問い合わせください。

ごみ処理券のご案内

有料ごみ処理券の還付（払戻し）について有料ごみ処理券の還付（払戻し）について

　区内の事業者団体が協力して「板橋区オフィスリサイクル実行委員会」を設置し、

区内で事業を営む商店や会社から出る古紙を、共通の回収ルートによって経済的

かつ効率的に回収・リサイクルする「オフィスリサイクル」「商店街リサイクル」

の両システムを運営しています（下図参照）。

　区が集積所で行っている資源回収では、事業系の場合は有料シールを貼ってい

ただくことになっていますが、それよりも安い費用負担で参加できます。

　個別事業所ごとに参加する「オフィスリサイクル・システム」と、商店街単位

で参加する「商店街リサイクル・システム」があります。詳しくは下記へお問い

合わせください。

板橋区　　　　　リサイクル・システム

事業者の古紙リサイクル　

オフィス
商 店 街

問い合わせ オフィスリサイクル
商店街リサイクル

☎ 3974-0860
☎ 3966-5780

オフィスリサイクルサービスセンター
板橋区資源リサイクル事業協同組合事務局


